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総務委員会行政視察
◆視察日：令和元年７月24日～26日
◆視察先： 埼玉県戸田市、愛知県新城市、滋賀

県大津市

　戸田市では、自治体シンクタンクの戸田市政
策研究所について、新城市では、若者の意見を
施策に取り入れる新城市若者議会について、大
津市では、RPAを活用した業務改善の取り組み
について視察を行いました。

文教厚生委員会行政視察
◆視察日：令和元年７月31日～８月２日
◆視察先： 栃木県栃木市、栃木県小山市、千葉

県松戸市

　栃木市では、とちぎ未来アシストネット（ボ
ランティア活動）及びコミュニティスクール・
小中一貫教育について、小山市では、コミュニ
ティスクール・小中一貫教育（義務教育学校）
について、松戸市では、待機児童対策を始めと
する子育て支援策について、視察を行いました。

市民経済委員会行政視察
◆視察日：令和元年７月22日～24日
◆視察先： ㈱ファーム安井（岡山県赤磐市）、島根県雲南市、

香川県さぬき市、香川県東部清掃施設組合
　ファーム安井では、ICT技術等を活用したス
マート農業について、雲南市では、地域自主組
織（小規模多機能自治組織）について、さぬき
市と香川県東部清掃施設組合では、一般廃棄物
の減量化・資源化・分別について、本市におけ
る市民協働、農業、一般廃棄物処理分野の施策
に活かすことはできないか視察を行いました。

建設委員会行政視察
◆視察日：令和元年10月８日～10日
◆視察先：新潟県村上市、長野県小諸市

　村上市では、田んぼの貯水機能を利用した洪
水被害を軽減するための取り組みである「田ん
ぼダム」について、小諸市では、複数自治体の
下水道施設を下水道公社が一括して維持管理を
行うことによりコスト削減や技術の集積等を図
る「下水道維持管理の共同化」について、それ
ぞれ先進的な取り組みの視察を行いました。
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　東広島市は、まだまだ発展途上にあり、活

気と輝気のある街であると、思います。

　そんな東広島市形成の一翼を担っている市

議会議員の皆様について、私なりの想いを記

述させていただきます。

　本市の議員さんは、地域の困り事に対して、

地域と市役所とのパイプ役、また、相談役と

して活躍されていると思うと安心感がありま

す。そして、本市の議員定数は、他市町と比

べて、全市域からみても、バランスが取れて

いるように思います。今の世の中何があるか

わかりません。ぜひとも議員のみなさんにお

願いします。東広島市発展のために、市民の

声に耳をかたむけ、さらに、市民に寄り添う

ような、議員活動を頑張ってください。

　地元である安芸津町から西条町に引っ越して

きて11年となりました。 そして10年ほどでは

ありますが、西条の街は様変わりしていると感じ

ます。生涯学習センターや西条プラザが取り壊さ

れ、くららが建ち、そして美術館も現在開館に向

けて工事が進んでいます。大型スーパーも多く進

出してきました。東広島市の中心といえる西条町

は住み良いスタイリッシュな街へと変貌を遂げ

ている一方、安芸津町や豊栄町や福富町などは急

速に過疎化が進んでいます。「東広島市は人口が

増加している全国でも珍しい街」といえば聞こえ

はよいでしょうが、中心部とそうでない地域の格

差が非常に大きく、安芸津町に両親を持つ私とし

ては非常に不安な部分があります。

　東広島市の全ての地域が住み良い街になる

ことを願っています。
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■委員会等のインターネット中継
　常任委員会や全員協議会等の様子が、インターネットライブ中継で視聴できます。市議会ホームページからアク
セスできます。
■開会・再開時間
　会議の開始時間はすべて午前10時です。会議が午後に継続する場合は、内容や進行状況により午後からの再開
時間が変動します。
■本会議・委員会の傍聴、手話通訳
　傍聴は当日議会事務局で受け付けます。手話通訳を希望される方は、希望日の３日前までに議会事
務局にお申込み下さい。

ご不明な点は議会事務局（082）420-0966へお問い合わせください。 耳マーク


